
免許返納者市電全線定期乗車券

対象者

高齢者交通料金助成制度

対象者

タクシー会社による各種料金割引

事業者名 電話番号

 函館第一交通 0138-55-2525

 函館タクシー 0138-51-0168

運転免許自主返納した方などに便利な公共交通機関助成・割引等

※利用にあたっては，各事業者へお問合せください。

割引内容

65歳以上の方で運転免許証を自主返納した方などの料金の1割を割り引きます。
（利用時に運転経歴証明書の提示が必要）

函館市に住所を有する70歳以上の方。

内　容
市電・函館バスの乗車運賃を市に登録した「イカすニモカ」で支払うと，その半額分が後日
ポイントとして年間上限10,000円分まで付与される助成制度です。

手続き
詳しくは，函館市保健福祉部高齢福祉課（0138-21-3021)または各支所福祉課の窓口にお問合せ
ください。

70歳以上で自動車運転免許証を自主返納された方（運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して６
月を経過する日までの間に限ります。）

内　容
市電全線で使用できる定期券で，１カ月定期・３カ月定期・６カ月定期があり，割引料金で購入でき
ます。

購　入 詳しくは，函館市企業局交通部駒場乗車券販売所（0138-51-5171)にお問合せください。


